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第２章 大気環境 

 
第１節 環境の状況 

 

１ 監視測定体制【水大気環境課】 

（１）大気汚染測定局 

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維

持されることが望ましい基準として、環境基準が

定められています。県は、県内各地域の大気汚染

に関する環境基準の達成状況等を把握するため、

大気汚染防止法に基づき、汚染状況を年間を通じ

て監視、測定しています（名古屋市、豊橋市、岡

崎市、豊田市及び一宮市内は各市が実施）。 

大気の汚染状況を把握する測定局には、自動車

排出ガスによる大気環境の汚染状況を監視する

自動車排出ガス測定局（以下本節において「自排

局」という。）と、それ以外の大気環境の汚染状況

を監視する一般環境大気測定局（以下本節におい

て「一般局」という。）があります。これらの測定

局の県内の配置状況（名古屋市、豊橋市、岡崎市、

豊田市及び一宮市が管理する測定局を含む。）は

図 2-1-1 のとおりです。 

（２）有害大気汚染物質等モニタリング 

ベンゼンなどの有害大気汚染物質による健康

に係る被害を未然に防止するため、1996 年５月

に大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染物質

による大気汚染の状況の監視調査（モニタリング）

に関する規定が定められました。2024 年度、県、

名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市は、

21 地点でモニタリングを実施しました。 

２ 大気汚染の状況【水大気環境課】 

常時監視の対象とされている物質のうち、環境

基準が定められている二酸化硫黄等６物質につ

いての現況は次の（１）～（６）のとおりです。

また、ベンゼン、トリクロロエチレン、水銀等の

有害大気汚染物質等モニタリングを行っている

物質のうち、環境基準等が定められている物質に

ついての現況は（７）のとおりです。 

（１）二酸化硫黄（SO2） 

二酸化硫黄は無色の刺激性の気体で水に溶け

やすく、高濃度のときは目の粘膜に刺激を与える

とともに呼吸機能に影響を及ぼすとされていま

す。 

県は、大気汚染防止法に基づく K 値規制に加え、

1974 年４月から愛知県公害防止条例（当時）に基

づく K 値規制や総排出量規制を開始し、また、

1976 年４月から大気汚染防止法に基づく総量規

制を開始するなどの施策を進めてきました。 

その結果、二酸化硫黄による大気汚染は改善が

進み、三宅島噴火の影響があった 2000 年度を除

き、1980 年度以降、全ての測定局で環境基準を達

成しています。なお、近年、年平均値はほぼ横ば

いの傾向にあります。 

年平均値の経年変化は図 2-1-2 のとおりであ

り、達成率の経年変化は図 2-1-3 のとおりです

（（２）～（６）についても同じ）。 

 

  

【用語】 
有害大気汚染物質等：継続的に摂取された場合に人の健康を損なうおそれのある物質で大気汚染の原因に 

なるものをいい、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の特に優先的に対策に取り
組む 22 物質（優先取組物質）及び水銀とされている。 

K 値規制：県内を６区域に分け、区域ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度として定める定数（K 値） 
により、ばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量を規制するもの。 
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凡  例 

○ 県管理測定局 

● 名古屋市管理測定局 

◎ 豊橋市管理測定局 

□ 岡崎市管理測定局 

△ 豊田市管理測定局 

◇ 一宮市管理測定局 

図 2-1-1 大気汚染測定局の配置状況（2024 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）図中の数字は、資料編 
「大気環境」表４の測定局番号である。

（資料）環境局調べ 

一般環境大気測定局 

自動車排出ガス測定局 

第
２
部　
第
２
章

3636



37 
 

（２）二酸化窒素（NO2） 

二酸化窒素は赤褐色の刺激臭の気体で、高濃度

のときは目、鼻等を刺激するとともに呼吸器に影

響を及ぼすとされています。 

県は、大気汚染防止法や県民の生活環境の保全

等に関する条例に基づく工場・事業場に対する排

出規制等に加え、「愛知県窒素酸化物及び粒子状

物質総合対策推進要綱」（2006 年４月策定、2024

年３月改正）及び自動車から排出される窒素酸化

物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法（自動車 NOx･PM 法）に

基づき、主な排出源である自動車への対策を進め

てきました。 

2024 年度においては、一般局、自排局ともに全

ての測定局で環境基準を達成しました。なお、近

年、年平均値は緩やかな減少傾向にあります。 

（３）一酸化炭素（CO） 

一酸化炭素は無臭、無色、無刺激の気体で、呼

吸器から体内に入り血液中のヘモグロビンの酸

素運搬機能を阻害するため、高濃度のときは頭痛、

めまい、意識障害を起こすとされています。 

1966 年からの自動車排出ガス規制の実施によ

り改善が進み、本県では、1973 年度以降、全ての

測定局において環境基準を達成しています。なお、

近年、年平均値はほぼ横ばいの傾向にあります。 

（４）浮遊粒子状物質（SPM） 

浮遊粒子状物質は大気中に浮遊する粒子状物

質のうち粒径が 10µm（1µm＝1／1,000mm）以下の

ものです。沈降速度が遅いため大気中に比較的長

時間滞留し、高濃度のときは呼吸器等に悪影響を

与えるとされています。 

これまで、浮遊粒子状物質の原因となる粉じん、

ばいじん、ディーゼルエンジンから排出される黒

煙等に対する規制は順次強化されてきています。 

2024 年度においては、一般局、自排局ともに全

ての測定局で環境基準を達成しました。なお、近

年、年平均値は緩やかな減少傾向にあります。 

（５）光化学オキシダント（Ox） 

光化学オキシダントは大気中のオゾン、パーオ

キシアセチルナイトレート等の酸化力が強い物

質の総称であり、光化学スモッグの原因となって

います。高濃度のときは目を刺激し、呼吸器、そ

の他の臓器に悪影響を及ぼすとされています。 

県は、光化学オキシダントの原因物質である窒

素酸化物や揮発性有機化合物（VOC）の排出規制

及び炭化水素系物質発生施設の規制を行ってい

ます。 

2024 年度においては、2023 年度と同様、全て

の測定局で環境基準を達成していません。光化学

スモッグ予報の発令日数は、４日で、うち１日は

注意報を発令しました（警報及び重大警報は発令

なし）。また、光化学スモッグによると思われる

健康被害の届出はありませんでした。なお、昼間

（５時から 20 時まで）年平均値は、ほぼ横ばい

の傾向にあります。 

（６）微小粒子状物質（PM2.5） 

微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状

物質のうち、粒径が 2.5µm 以下の粒子のことです。

粒径が小さいため吸い込むと肺の奥深くまで達

し、健康への影響が懸念されています。 

2024 年度においては、一般局、自排局ともに全

ての測定局で環境基準を達成しました。なお、近

年、年平均値は緩やかな減少傾向にあります。 
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図 2-1-2 大気汚染物質（二酸化硫黄等６物質）の全県年平均値の経年変化 

（注）環境基準については、資料編「大気環境」表１を参照  

（資料）環境局調べ 

 

図 2-1-3 大気汚染物質（二酸化硫黄等６物質）に係る環境基準達成率の経年変化 

 
（注）評価方法については、資料編「大気環境」表１を参照 

（資料）環境局調べ 

 

一般環境大気測定局

自動車排ガス測定局
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（７）有害大気汚染物質等 

有害大気汚染物質等のうち、ベンゼン、トリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロ

メタンの４物質については環境基準が、また、ア

クリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及び

その化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-

ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその

化合物、マンガン及びその化合物、塩化メチル、

アセトアルデヒドの 11 物質については「環境中

の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を

図るための指針となる数値」（以下本節において

「指針値」という。）が定められています（環境基

準の詳細は資料編「大気環境」表１を参照）。 

県は、これらの環境基準や指針値の定められた

全ての物質についてモニタリング調査を実施し

ており、2024 年度は全ての地点で環境基準を達

成するとともに指針値を満たしています。 

なお、年平均値の経年変化は図 2-1-4及び図 2-

1-5 のとおりです。 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

大気汚染測定局の外観                    大気汚染測定局の内部 

 

図 2-1-4 環境基準が定められている有害大気汚染物質の全県年平均値の経年変化 

 

 

（資料）環境局調べ 
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図 2-1-5 指針値が定められている有害大気汚染物質等の全県年平均値の経年変化 

 （資料）環境局調べ 
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第２節 大気環境保全に関する施策 

 

１ 工場・事業場対策【水大気環境課】 

大気汚染を防止するためには、工場・事業場、

自動車等からの大気汚染物質の排出を抑制する

必要があるため、県は、大気汚染防止法、特定特

殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（以下本

節において「オフロード法」という。）、県民の生

活環境の保全等に関する条例（以下本節において

「生活環境保全条例」という。）、「愛知県窒素酸

化物及び粒子状物質総合対策推進要綱」等に基づ

き、窒素酸化物などのばい煙や粉じん、揮発性有

機化合物及び水銀等に対する規制対策を推進し

ています。 

工場・事業場については、大気汚染防止法及び

生活環境保全条例に基づき、ばい煙発生施設、粉

じん発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀

排出施設及び炭化水素系物質発生施設（以下本節

において「ばい煙発生施設等」という。）に対する

規制・指導を実施しています。 

 また、県民及び事業者の大気汚染防止に関する

理解と関心を一層深め、足元からの取組を促進す

るために、６月の環境月間を始めとする様々な機

会をとらえ、啓発活動を実施しています。 

大気汚染防止法や生活環境保全条例等に基づ

くばい煙発生施設等に関する規制の概要は資料

編「大気環境」表５、表６のとおりです。 

オフロード法に基づく特定特殊自動車に関す

る規制の概要は資料編「大気環境」表７のとおり

です。 

なお、公道を走行する自動車等からの大気汚染

物質の排出抑制については次章「交通環境」で記

載しています。 

２ ばい煙発生施設等の届出状況【水大気環境課】 

大気汚染防止法及び生活環境保全条例に定め

るばい煙発生施設等の届出状況は表 2-2-1 のと

おりです。 

 

 

 

区分 
所管別 

計 
愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 豊田市 一宮市 春日井市 

工
場
・
事
業
場
数 

大
気
汚
染 

 

防
止
法 

ばい煙発生施設 2,353 1,050 244 137 207 131 － 4,122 

一般粉じん発生施設 497 49 36 25 48 6 26 687 

特定粉じん(アスベスト)発生施設 0 0 0 0 0 0 － 0 

揮発性有機化合物排出施設 51 4 3 4 6 3 － 71 

水銀排出施設 88 11 7 5 7 1 － 119 

生
活
環
境 

保
全
条
例 

ばい煙発生施設 2,396 427 391 90 109 58 － 3,471 

粉じん発生施設 1,138 151 114 68 143 24 66 1,704 

炭化水素系物質発生施設 184 160 26 12 17 31 － 430 

（注）2025 年３月末現在   （資料）環境局調べ 

 

2022 年度の１年間にばい煙発生施設から排出

された硫黄酸化物（二酸化硫黄換算値）は 8.8 千

トン、窒素酸化物（二酸化窒素換算値）は 21.0 千

トンでした。

区分 
所管別 

計 
愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 豊田市 一宮市 春日井市 

施
設
数 

大
気
汚
染 

 

防
止
法 

ばい煙発生施設 7,210 2,522 601 374 931 305 － 11,943 

一般粉じん発生施設 3,756 190 239 87 319 6 231 4,828 

特定粉じん(アスベスト)発生施設 0 0 0 0 0 0 － 0 

揮発性有機化合物排出施設 149 24 60 12 46 6 － 297 

水銀排出施設 143 23 20 10 10 3 － 209 

生
活
環
境 

保
全
条
例 

ばい煙発生施設 5,653 917 976 206 538 108 － 8,398 

粉じん発生施設 6,710 847 674 529 1003 56 467 10,286 

炭化水素系物質発生施設 314 180 73 21 27 61 － 676 

表 2-2-1 ばい煙発生施設等の届出状況 
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３ 立入検査及び措置状況【水大気環境課】 

（１）立入検査 

ばい煙発生施設等を設置している工場・事業場

等に対し、大気汚染防止法及び生活環境保全条例

に定める排出基準等の遵守徹底を図るため、2024

年度は延べ 2,386 工場・事業場等について立入検

査を実施し、施設の使用状況、処理設備の管理状

況、ばい煙の排出状況等を確認し、必要に応じて

改善指導等を行いました。 

（２）ばい煙等の測定 

ばい煙発生施設等の排出基準の適合状況等を

検査するため、2024 年度は 43 工場・事業場等で

延べ 468 検体のばい煙等の測定を行いました。 

（３）措置 

2024 年度においては、立入検査やばい煙等の

測定の結果、処理設備の改善等を要すると判断し

た延べ 15 工場・事業場等に対し指導票等により

指導を行いました。これらの工場・事業場等につ

いては再度立入検査を行い、改善の状況等に                              

ついての確認を行っています。 

４ アスベスト対策の推進【水大気環境課】 

アスベスト（石綿）は、大気汚染防止法により、

人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質

として 1989 年に特定粉じんに指定され、特定粉

じん発生施設及び特定粉じん排出等作業の規制

が行われています。規制は順次強化されており、

2006 年９月に、一部を除き、石綿を 0.1 重量％を

超えて含有する製品の製造、輸入、使用等が禁止

されたことにより、2006 年度末までに県内の特

定粉じん発生施設は全て廃止されました。 

2021 年４月の改正では、規制対象が、これまで

の吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及

び耐火被覆材から、石綿含有成形板等を含む全て

の石綿含有建材に拡大されました。これにより、

建築物の解体工事等にあたって行われる、石綿含

有建材の有無の事前調査や、調査結果の掲示の対

象も拡大されました。さらに、一定規模以上の工

事については、調査結果の行政機関への報告が義

務付けられるなど、大幅な規制強化が行われまし

た。 

また、石綿含有建材のうち、吹付け石綿、石綿

を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用

されている建築物の解体工事等については、行政

機関に事前に特定粉じん排出等作業の実施の届

出を行う必要があります。2024 年度は、県に 180

件の届出があったことから、立入検査等により石

綿の飛散防止について確認・指導を行っています。 

さらに、県は、国、県の関係機関、民間の関係

団体等で構成する愛知県アスベスト対策協議会

を通じ、講習会の開催等による県民、事業者への

情報提供、被害の防止などの取組を進めています。 

注）本節内に記載する件数等の数値については愛

知県所管分（表 2-2-1 を除く）
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